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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 

第 2-32 部：マッサージ器の個別要求事項 
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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本ホームヘルス機器協会（HAPI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて

日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した

日本産業規格である。これによって，JIS C 9335-2-32:2018 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 9335 規格群（家庭用及びこれに類する電気機器の安全性）は，約 100 規格に及ぶ部で構成されて

いるが，この規格では省略した。 

なお，全ての部の構成は，JIS C 9335-1:2014 の“まえがき”に記載されている。 
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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 

第 2-32 部：マッサージ器の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-32: Particular requirements for massage appliances 

 
序文 

この規格は，2019 年に第 5 版として発行された IEC 60335-2-32 を基とし，我が国の配電事情及び使用条

件の相違から技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で，細分箇条番号の後に“A”から始まるラテン文字の大文字を付記した細分箇条は，対

応国際規格にはない事項である。また，点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事

項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JAA に示す。 

この規格は，JIS C 9335-1:2014 と併読する規格である。 

この規格の箇条などの番号は，JIS C 9335-1:2014 と対応している。JIS C 9335-1:2014 に対する変更は，

次の表現を用いた。 

－ “置換”は，JIS C 9335-1:2014 の該当する箇所の要求事項を，この規格の規定に置き換えることを意

味する。 

－ “追加”は，JIS C 9335-1:2014 の該当する箇所の要求事項に，この規格の規定を追加することを意味

する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には，これらの表現に続く括弧書きで示している。 

JIS C 9335-1:2014 に追加する細分箇条番号は，JIS C 9335-1:2014 の箇条番号の後に“101”からの番号を

付け，図番号及び表番号は“101”からの番号を付つけている。 

1 適用範囲 

置換（箇条 1 全てを，次に置き換え適用する。） 

この規格は，定格電圧が単相機器の場合には 250 V 以下，その他の機器の場合には 480 V 以下の家庭用

及びこれに類する電気マッサージ器（以下，機器という。）の安全性について規定する。 

通常，家庭で用いない機器でも，店舗，軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような，一般大

衆への危険源となる機器も，この規格の適用範囲に含む。 

電池駆動機器及びその他の直流駆動機器についても，この規格の適用範囲に含む。 

注記 1 この規格の範囲内の機器の例は，次のとおりである。 


